
 

1 / 6              

おおたかの森市民窓口センター広告及び受付番号案内システム設置 

事業仕様書 

 

令和６年９月２４日 

 

 流山市では、公共施設を財産と捉え戦略的な施設経営を行うファシリティマネジメント

（以下「ＦＭ」という。）を推進し、公共施設の品質・財務・供給の質の向上を図っている。 

本事業はＦＭ施策の一環として、おおたかの森市民窓口センターにおいて、広告及び受

付番号案内システムを設置することにより、サービスの向上と歳入確保を図るもので、こ

の導入効果を最大限に発揮するために、簡易プロポーザルにより事業者を選定する。 

 

■１．事業名称 おおたかの森市民窓口センター広告及び受付番号案内システム設置事業 

■２．事業期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

■３．事業場所 おおたかの森市民窓口センター 

流山市おおたかの森北一丁目２番地の１ 

    設置場所の詳細については、設置事業者選定後、協議により決定するものとする

（現在の配置については、別紙「おおたかの森市民窓口センターレイアウト図面」

のとおり）。今後、配置等に変更が生じた際は、本市との協議により設置場所の変更

に対応するものとする。 

なお、貸付の条件は事業者選定時に提出した企画提案書以上のものとし、本市と

の協議により決定するものとする。 

■４．事業内容 

 交渉権者は、次に掲げる業務を実施するものとする。 

（１） 受付番号案内システム設置 

別紙「おおたかの森市民窓口センターレイアウト図面」を参考に、「受付番号案内シ

ステム機器」一式を設置すること。 

【受付番号案内システム機器＿参考】 

  

No. 機器名称 設置台数 

１ 番号発券機 １ 

２ 呼出用ディスプレイ（受付番号表示機）（５５型） ２ 

３ 交付用ＰＣ １ 

４ 交付用呼出用ディスプレイ ２ 

５ バックヤードＰＣ １ 

６ バックヤード用表示モニター １ 

７ スタッフ用操作機 １２ 

８ ディスプレイスタンド（左右２連）（５５型） ２ 
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（機器仕様等について） 

 ・１２以上の業務に分けて受付番号が発行可能なものとする。なお、将来的に業務

数が増加した場合においても対応することとし、機種変更が伴う場合の広告料の

変更については、別途協議によるものとする。 

 ・表示する業務名及び情報については、本市と協議し決定すること。なお、変更が

生じたときには事業者の負担において更新すること。 

   ・番号呼出時において、音声案内が可能な表示機とすること。 

・最新呼出番号及び呼び出し済み番号等を、各業務に分けて 1 画面で表示が可能な

表示パネルであること。 

・呼出音声については、本市の指定する文言で呼び出しが行えること。文言の内容

は、本市との協議により決定する。 

・指定したＷＥＢサイトから事前に来庁日時の予約が行える予約機能を有している

こと。 

・ＷＥＢ機能（ＷＥＢ予約機能、混雑状況表示機能 等）については、インターネッ

ト回線及びクラウド環境ともに事業者の負担にて準備すること。 

・デザインや配置等については、本市と協議し決定すること。 

・色弱者に配慮したユニバーサルデザインを採用すること。なお、日本産業標準規

格（JIS）等のユニバーサルデザインカラーに準拠すること。 

・番号発券機・受付表示機等の関連機器が動作するよう互換性のある機材等を含め

たシステムを導入すること。 

・適正に維持・管理・運営し、定期的に保守点検を行うこと。 

・故障等が発生した際には、速やかに交換・修繕・代替機の配備等の対応を行い、

受付業務に支障がないようにすること。 

 

（２） 広告媒体設置 

・別紙「おおたかの森市民窓口センターレイアウト図面」を参考に、施設利用者の

利便性を損ねない位置に広告媒体を設置し、運営すること。 

・広告モニターにおいて、市の行政情報を放映するものとし、最低９０秒を確保す

るものとする。 

【参考】 

現在、広告モニター（５５型）２台を、上記受付表示機と組み合わせてディスプレ

イスタンドに設置している。 

 

（その他＿（１）・（２）共通） 

・上記「受付番号案内システム機器」及び「広告媒体」については、現状及び上記

仕様と同等以上の関連機器及びシステム等を導入すること。 

・操作・故障等に関するコールセンター（業務時間中に受付可能であるもの）を持っ

ていること。 
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（おおたかの森市民窓口センター業務時間： 

平日：8：30～19：00、土曜：8：30～17：00 ※日・祝・年末年始除く） 

・契約期間の満了時、契約期間中に広告媒体の移動・撤去が必要となったとき、ま

たは契約が破棄されたときは、速やかに広告媒体を移動・撤去し、原状復旧する

こと。この場合において、事業者は、設置場所の変更や契約解除に関する異議申

し立てをしないこと。 

・機器の設置、故障対応その他事業に要した一切の費用は事業者が負担すること。 

・機器の使用方法やトラブル発生時における対応、日常点検方法などの運用に要す

る必要事項について、事前に職員等に対し十分に説明を行うこと。 

 

■５．法令、基準等の遵守 

 本事業に関する提案及び実施にあたっては、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、流山

市財務規則（昭和 61 年規則第 12 号）、流山市広告掲出要綱（平成 21 年告示第 53 号）、流

山市印刷物等有料広告掲載取扱要綱（平成 16 年告示第 12 号）、流山市広告物条例（平成

30 年 10 月 10 日条例第 39 号）その他関連法令や基準等を遵守すること。 

■６．最低納入金額及び納入方法 

（１）本事業における最低納入金額は、年 200,000 円以上（消費税相当額及び地方消費税

相当額を除く。）とする。 

（２）納入方法は、別途発行する納入通知書により年 2 回、指定期日までに納入するもの

とする。 

■７．事業スケジュール（予定） 

仕様書等の公表 令和 6 年 9 月 24 日 

質問の受付 令和 6 年 9 月 24 日～9 月 30 日 

質問の回答（ホームページへ掲載） 令和 6 年 10 月 7 日 

企画提案書の受付 令和 6 年 10 月 7 日～10 月 18 日 

対象事業者の決定 令和 6 年 10 月下旬～11 月上旬 

本市との協議 令和 6 年 11 月上旬～令和 7 年 3 月中旬 

機器設置 令和 7 年 4 月 1 日までに設置 

広告媒体の設置 令和 7 年 4 月 1 日 

広告媒体等の維持管理 令和 7 年 4 月 1 日～令和 12 年 3 月 31 日 

広告媒体の撤去 令和 12 年 3 月 31 日 

■８．広告媒体等に関する条件及び配慮事項 

（１）契約日以降に事業者が新たな広告媒体を設置しようとするときは、その広告媒体の

種類・数量・仕様及び本市へ納入する広告料を提示のうえ、本市との協議が整った

場合に追加設置を可能とする。 

（２）本事業の契約期間内において、本市は事業者へ通知のうえ、本事業で設置される広

告媒体以外の場所に、他の広告媒体を設置する可能性がある。本事業の事業者は、
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そのことに対して異議申し立てはしないものとする。 

■９．応募条件 

（１）本事業に関する一連の業務の遂行が可能であること。 

（２）過去 5 年間に国、県、市区町村において受付番号案内システム導入の実績があるこ

と。 

（３）本仕様書公表の日から提案書提出日までの間において、次の要件のいずれかに該当

する者は、応募者及び応募者の構成員となることができないものとする。 

  ア 流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準（平成 3 年 4 月 1 日制定）に基づ

く指名停止、または流山市建設工事等暴力団対策措置要綱（平成 19 年 6 月 1 日

制定）に基づく指名除外を受けている者。 

  イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者。 

  ウ 手形交換所による取引停止処分を受けてから 2 年間を経過していない者、または本

事業の提案書提出日の前 6か月以内に不渡り手形若しくは不渡り小切手を出した者。 

  エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律 77 号）第 3 条

または第 4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、

役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者。 

  オ 商法（明治 32 年法律第 48 号）の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。 

  カ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判

所からの再生手続開始決定がされている者。 

  キ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判

所からの更生手続開始決定がされている者。 

  ク 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずる者

として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者。 

  ケ 企画提案書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。 

  コ 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者。 

■１０．応募に関する留意事項 

（１）費用負担 

  応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 

（２）提出書類の取り扱い・著作権 

  提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとし、

本市は本事業の提案募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることは

ない。なお、応募者が事業者となった場合、その著作権は本市に帰属するものとする。 

（３）特許権 

  提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外

の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、

施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業者が負うも

のとする。 

（４）本市からの提示資料の取り扱い 
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  本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応

募者は、応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

（５）市内事業者等の広告の積極的活用 

可能な範囲で市内の事業者等の広告を積極的に掲出するよう配慮すること。 

（６）提出書類の変更禁止 

  提出した書類の変更はできない。ただし、提出書類に脱漏または不明確な表示等があ

り、かつ、本市が変更を認めたときはこの限りではない。 

（７）虚偽の記載の禁止 

企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効とする。 

■１１．業者選定方法 

（１）参加者は、１２に記す企画提案書を作成のうえ、令和 6 年 10 月 7 日から令和 6 年

10 月 18 日までに３部（正本１部、副本２部）を事務局に持参または郵送で提出す

る。なお、受付時間は各日とも午前 8 時 30 分～午後 5 時までとする。 

   ※郵送の場合は、10 月 18 日午後 5 時必着 

（２）事務局は、企画提案書の内容について、１５に定める採点基準に則り審査する。な

お、１者の場合であっても本仕様書の内容を充足する提案であれば有効提案とする。 

（３）選考結果は各社に文書で通知するものとする。 

（４）審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 

（５）審査結果は、本市のホームページで公表する。 

（６）審査結果・審査内容に関する問い合わせには、一切回答しない。 

（７）事業者に決定した者が契約を締結しないとき、又は契約交渉が不調に終わったとき

は、次選の事業者と交渉し、契約を締結する。 

（８）事業者に決定した者が契約を締結しないとき、又は契約締結後に中途で契約を解約

したときは、その事実があった日から 3 年間は、本市が有料広告事業を行う際の参

加資格を失うものとする。 

■１２．企画提案書 

 企画提案書は、別紙様式に必要事項を記入のうえ、次の関係資料を添付し、A4 版ファイ

ルに綴じることとする。 

（１）設置する広告及び受付番号案内システムの仕様・カタログ等 

（寸法がわかるもの。広告については設置位置も示すこと。） 

（２）関係書類（本市の入札参加資格を有している場合は、提出不要） 

 ア 印鑑証明書（受付日前 3 か月以内に発行されたもの） 

イ 商業登記簿謄本（受付日前 3 か月以内に発行されたもの） 

ウ 納税証明書 

エ 財務諸表（最新決算年度のもの、写し可） 

■１３．質問の方法 

 令和 6 年 9 月 30 日までに、任意様式によりメール又は郵送等により事務局へ提出する。 

※郵送の場合は、9 月 30 日午後 5 時必着 
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なお、各社の質問は１回限りとし、質問の回答は、令和 6 年 10 月 7 日までに、１４に記

す本市ホームページに掲載する。 

■１４．事務局 

 流山市総務部財産活用課ファシリティマネジメント推進室 

 住所：〒270-0192 流山市平和台１丁目１番地の１ 

 TEL：04-7150-6069 

mail：kanzai@city.nagareyama.chiba.jp 

HP：https://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/1006912/1006966 

/1007013/1047596.html 

 

■１５．採点基準 

（１）価格点 配点 85 点 

   価格点＝（提案の金額 ÷ 最高の提案金額）×配点（85 点） 

   小数点以下切り捨てとする。 

（２）実績等 配点 15 点 

ア 実績 10 点 

 過去 5 年間に国、県、市区町村において受付番号案内システムの設置及び管理の実績に

応じて、次に掲げる区分の点数を加算する。 

実績 配点 

500 件以上 10 

400～499 件 8 

300～399 件 6 

200～299 件 4 

100～199 件 2 

0～ 99 件 0 

イ +αの提案 5 点 

 本仕様書に記載されている事業内容以外に、事業者のノウハウを活用した＋αの提案が

あれば、点数を加点する。 


